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巻 頭 言

　会報7月号は、通常総会のご報告をするところです
が、今年度は総会が通常の形で開催できず、皆さんか
ら委任状を提出していただきました。本来であれば、
総会にはできるだけ多くの会員の皆様に出席していた
だき、国土交通省の方々、協会を応援いただいている
国会議員の先生方、関係する他の協会の方 と々親しく
懇談する場でもあります。それが、出席しないようお願
いすることとなるとは、今更ながら残念な気持ちで一
杯です。
　その原因であった新型コロナウィルス感染症につ
いては、5月26日に緊急事態宣言が全面解除されまし
た。しかし、その後の感染状況は終息に向かっておら
ず、不安感がぬぐえないのが実感です。

　今年度、特に、総会以降の協会活動について、少し
お話しします。
　今年の通常総会では、定款の変更を行いました。昨
年度より、建設キャリアアップシステム（建設技能者の
就業記録、保有資格、社会保険加入状況等を記録す
るデータベース）が本格稼働しています。このシステム
では、能力に応じ色分けしたカードが付与される仕組
みとなっており、その判定のための能力評価基準を各

専門工事業団体が策定することとされました。当協会
でも、海上起重技能者の能力評価事業を行うため、
定款の変更を提案したのですが、皆様よりご承認いた
だき、本事業を6月1日からスタートさせました。
　また、特定技能外国人の受入に関しては、本年2月
28日付けで海洋土木工が新たな職種として認められ
ました。昨年度より国土交通省港湾局のご指導の下、
港湾建設関係の協会が連携してこの問題に取り組ん
で参りましたが、一つの山を越えました。そして、6月9
日には、港湾建設関係5団体による「港湾関係特定技
能外国人受け入れ検討協議会」（会長：林田博日本港
湾空港建設協会連合会会長）が設置されました。今
後は、いよいよ、海外で特定技能外国人の訓練・試験
を行うための活動に力点が移ります。海技協としても
本協議会の一員として力を尽くして参ります。
注）「海上起重技能者の能力評価」及び「特定技能
外国人の受入」は、後記の「協会活動」で詳しく触れ
ます。参照して下さい。

　新年度になってから、既に3ヶ月が経過しました。通
常ですと、この間に多数の支部総会が行われているの
ですが、6月までに予定された支部総会は、全て書面
決議となりました。また、専門委員会等の活動も、会
合を開くことなしに資料の送付等で行うことにしまし
た。このように協会活動も縮小を余儀なくされている
ところですが、今後も、このような状況が続くことが懸
念されます。
　しかし、心配ばかりもしていられません。われわれ
海技協の役割は、海上工事をしっかり行うことです。
緊急事態宣言解除後は、「活動自粛」から「感染防止
を図りつつ経済活動を進める」に方針が変わってい
ます。そのため、港湾建設関係５団体が、「港湾空港
建設事業の新型コロナウィルス感染症の感染拡大予
防ガイドライン」をとりまとめています。会員の皆様が
働く会社、作業現場、そして、作業船で防止対策に取
り組んでいただき、改善していくことでより効果的なガ
イドラインになると思いますので、よろしくお願いしま
す。
　いずれにしろ、しっかりと感染拡大防止に取り組
み、地域の建設業として経済を支え、住民の方々に安
全・安心を届けてまいりましょう。
　最後に、協会運営に対する変わらぬご支援をお願
い申し上げまして、会長メッセージといたします。

会長メッセージ
通常総会を終えて

一般社団法人日本海上起重技術協会　会長

寄神　茂之
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協会活動

一般社団法人日本海上起重技術協会は、去る５月１４日（木）第３４回通常総会を海技協会議室において開催しました。
今回の通常総会は、新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて、政府より、多数の人が集まるイベントの自粛要請が

出され、多くの行事が中止になっていることから、この状況を踏まえ、東京都内で開催を予定しておりました通常総会
については、通常の開催形式から書面による決議の形を取ることと致しました。また、総会終了後の懇親パーティーも
中止することと致しました。
書面による決議の形と致しまして、会員の皆様から議決権を行使する委任状をいただき、それにより議案の採決を取

らせていただくこととしました。
総会は、協会本部の会議室にて寄神会長のみのが出席され、寄神会長が議長となり行われました。委任状は正会員
214社中199社から提出され、事務局より各議案が報告されそれに対する委任状の賛否を議長に報告し、全ての議案が原
案どおり承認されました。

◆第34回通常総会

1. 開催日時	 令和２年 5月 14日（木）15：00 ～
2. 開催場所	 海技協会議室
3. 総会議案	 報告事項①　令和元年度事業報告の件
　　　　　　　	 第１号議案　令和元年度収支決算の件
　　　　　　　	 報告事項②　令和２年度事業計画の件
　　　　　　　	 報告事項③　令和２年度収支予算の件
　　　　　　　	 第２号議案　定款変更の件

上記議案のうち報告事項①～報告事項③の内容につきましては、「海技協ホームページ」の「海技協とは」
の中の「８．事業報告等」に掲載しておりますので、ご覧ください。

第34回通常総会報告
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◆協会長表彰

通常総会終了後に行われておりました、協会長表彰の授与式も中止されたため、感謝状、表彰状並びに副賞は、被表
彰者の所属会社に送らせていただき、被表彰者には所属会社より渡していただきました。

● 特別功労者（専門委員会委員）

　協会表彰規程第３条による協会発展特別功労者への感謝状贈呈者

氏　　　名 経　　　歴 備　　　考

東山　　 茂 技術認定委員会委員長（H26～R1）

本田　　 隆 広報委員会委員（H25～R1）

浜野　悦雄
技術認定委員会委員（H17～R1）

技術委員会委員（H17～R1）

原田　英知 技術委員会委員（H26～R1）

●会員会社の役職員表彰

　協会表彰規程第５条による業務精励功労者への表彰状贈呈者

支　部 氏　　　名 所　属　会　社 職　　　　　名

北海道 砂子澤　正幸 ( 株 ) 南組 取締役工事部長

北海道 久々湊　慎 ( 株 ) 西村組 船団長

中　部 戸塚　勝則 大石建設 ( 株 ) 工事部参与

近　畿 好田　勝之 寄神建設 ( 株 ) 技術研究所長兼技術計画部長

九　州 濵田　英一 ( 株 ) 植村組 工事長

砂子澤 正幸 氏
㈱南組

久々湊 慎 氏
㈱西村組

戸塚 勝則 氏
大石建設㈱

好田 勝之 氏
寄神建設㈱

濵田 英一 氏
㈱植村組
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協会活動

本制度は、建設キャリアップシステム（以下、「ＣＣＵＳ」という。）と連動して、建設技能者の能力を評価（４段階のレベル判定）
するものです。
レベル判定は、ＣＣＵＳと連動していますので、評価対象技能者はＣＣＵＳに技能者登録していることが前提になります。ま
た、レベル判定の申請者は、所属事業者（会社）となりますが、ＣＣＵＳに事業者登録されていることが必要です。技能者本人が
申請することはできません。
この能力評価を行うため、登録基幹技能者講習実施機関（５０協会）は、「建設技能者能力評価制度推進協議会」（以下、

「協議会」という。）を設立し、国土交通省が開発したレベル判定システムを用いて、本年４月１日より能力評価をスタートさせま
した。

当協会は、海上工事に携わる方の能力評価を行うため、能力評価実施機関の一つとして「協議会」に所属するとともに、定款
を変更して協会の事業に「建設技能者の能力評価事業」を位置づけ、６月１日より評価を開始しました。
なお、これに合わせ、協会ＨＰ（トップページ）にリンクリストを設け、協会ＨＰ経由でレベル判定システムにログインできるように

しました。

【能力評価を行う上でのポイント】
〇能力評価の対象になる技能者
　・能力評価基準が策定された３５職種の技能者
　※海技協が評価基準を策定したのは、海上工事に携わる方で、「海上起重技能者」と称します。
　・ＣＣＵＳに技能者登録されている技能者
〇能力評価の申請者
　・能力評価の対象になる技能者が勤めている会社（所属事業者）
　※技能者本人による申請はできません
〇能力評価の方法
　・申請者が、レベル判定システムにログインしデータを入力
　・入力項目には、「必須」と「任意」があります
　※データの訂正をする場合、ＣＣＵＳのデータ訂正を先に行わなければならない場合があります
　 （ＣＣＵＳと連動するシステムのため）

建設技能者の能力評価制度について
一般社団法人　日本海上起重技術協会　専務理事　野澤　良一



5

　また、能力評価全体の課題としては、以下のことが挙げられており、国土交通省は改善に取り組むとしています。

【現状の課題と対応の方向性（案）】
①現状では３５職種の技能者が能力評価の対象である
　⇒既存３５職種以外の技能者や多能工等に対する評価手法を検討すべきではないか
②現状では、就業日数や保有資格、職長等の就業日数を基にレベル判定
⇒就業日数や保有資格等の客観的指標以外に、仕事の出来栄えやコミュニケーション能力等も評価指標に加える
べきではないか（例えば、現場代理人等の推薦や社内での評価・表彰、賃金（年収）実績等についても能力評価
の指標として加えるべきではないか）

③現状では、職種に関係する専門工事業団体が能力評価を実施
⇒専門工事業団体以外の、例えば元請団体やハウスメーカー団体等についても、能力評価の実施主体として参画
すべきではないか

④現状では、能力評価基準に基づき４段階（レベル１～４）のレベル判定を実施
　⇒レベル４の中でもさらに能力が高い技能者を対象に、新たなレベル（レベル５）を設定すべきではないか

※第４回　建設業社会保険推進・処遇改善連絡協議会（R2.6.15）資料より抜粋
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協会活動

政府は、特定の技能を有する外国人を受け入れることができるよう、出入国管理及び難民認定法を改正し、平成３１年４月１日
より特定技能外国人の受け入れが開始されました。その特徴としては、母国で訓練・試験を行い、所定の技能水準に達した者に
入国許可を与える点ですが、それぞれの職業分野で求められる技能が異なることから、それぞれの専門業界が主体となり訓練・
試験を行うことが必要です。
建設分野では、型枠・鉄筋等の専門工事１１職種が先行して、平成３１年４月１日に受入対象職種として認められました。港

湾・海洋で働く技能者（海洋土木工）は、この時点で対象職種にはなりませんでしたが、職種の追加は認められておりましたの
で、港湾局のご指導の下に関係協会が連携して追加認定に向けて取り組み、令和２年２月２８日に認定（閣議決定）されました。

国内の手続きは、大きなヤマを越えましたが、「母国で訓練・試験を行う」という現実的には大きな問題が残っています。こうし
た課題に対応するため、港湾建設関係５団体※は、連携・協働することとしました。
※港湾建設関係５団体とは、日本港湾空港建設協会連合会＜日港連＞、（一社）日本埋立浚渫協会＜埋浚協会＞、全国浚渫業
協会＜全浚＞、全国ポンプ・圧送船協会＜Ｐ圧協＞、（一社）日本海上起重技術協会＜海技協＞です。

１．港湾関係特定技能外国人受入検討協議会の設立
〇特定技能外国人の受入が可能になるよう、関係５団体が協議会を設けて取り組むことを、港湾局から提起されていました
が、日港連が事務局となり、６月９日に第１回協議会（設立総会）が開催されました。
〇第１回協議会では、日港連の林田会長を協議会長に選出しました。また、協議会規約を承認するとともに今後の進め方に
ついて協議しました。
○６月12日には、実務者レベルの会合（技術ＷＧ）が開催され、海洋土木工の紹介ビデオの作成、講習テキストの作成の考え
方、ベトナムにおける受け入れルートの構築等について話し合いました。

２．港湾関係特定技能外国人受入の体制強化（日港連　外国人材センター）
〇この外国人材受入制度は、相手国において訓練及び試験を行い、所定の技能水準に達している者を入国させるスキーム
です。これからの協議会の作業は現地で行う訓練と試験の準備が主となります。
〇そのため、日港連では外国人材センターを設立し、事務局長に国際業務経験を有する専任職員を迎え入れています。

３．（一社）建設技能人材機構（ＪＡＣ）への加盟
○ＪＡＣへは、受け入れ企業が所属する団体（協会）がＪＡＣに加盟すれば、受け入れ企業がＪＡＣに加盟したことになりま
す。
〇関係５団体の会員は、それぞれの協会に重複加盟していることから、最も多くの会員を擁する日港連が代表してＪＡＣに加
盟することにしました。
○６月４日にＪＡＣの総会が開催され、日港連の加盟が承認されました。
○特定技能外国人の受け入れ意向がある会員は、日港連の会員でない場合日港連への加盟をお願いします。

本件について、今後は、海外で訓練・試験を行うための活動が、主となってきます。海技協は、港湾関係特定技能外国人受入
検討協議会の一員として努力するとともに、活動の状況を会員の皆さんにお知らせすることで、特定技能外国人の受入のお役に
立っていきたいと思います。

特定技能外国人の受入のための体制整備について
一般社団法人　日本海上起重技術協会　専務理事　野澤　良一
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海技協では、標記の２つの資格について、講習・試験を実施しております。本年は、新型コロナウィルス感染症の影響から、
「講習は行うのか？」というお問い合わせをいただきます。先のことは誰にも予想できませんので、「計画通り実施する予定です」
とお答えしていますが、現状についてお知らせします。
登録基幹技能者は、国土交通省の登録資格です。同省より、３月に開催自粛・延期の要請がなされていましたが、緊急事態宣

言解除を受け、６月３日に解除されました。この日より、感染予防ための取組を実施の上、開催することが可能となりました。
２つの資格とも、７月１０日が申込の期限です。この会報が発行される頃には受講者が決まっておりますので、もしも、中止要請
がなされることとなれば、受講者の方には速やかにお知らせして参ります。

＜参考：講習・試験の日程＞
【海上起重作業管理技士】

東京会場 令和２年１０月１日（木） 飯田橋レインボービル

大阪会場 令和２年１０月９日（金） 大阪科学技術センター

【登録海上起重基幹技能者】

東京会場 令和２年１０月１５日（木）～１６日（金） 飯田橋レインボービル

大阪会場 令和２年１０月２９日（木）～３０日（金） 大阪科学技術センター

【更新講習（両資格とも）】

東京会場 令和２年９月１１日（金） 飯田橋レインボービル

神戸会場 令和２年９月１８日（金） 兵庫県民会館

福岡会場 令和２年９月２５日（金） 福岡商工会議所

札幌会場 令和２年１１月６日（金） 北農健保会館

講習会の開催に当たっては、感染拡大防止対策を採った上で行うこととします。主催者側でも、ソーシャルディスタンスを確保
した会場使用（席の配置）や、講義に伴う飛沫拡散対策、消毒用アルコールの準備等を行いますが、受講者本人にも、以下に示
すような対策を求めて参ります（受講者本人には書面でお知らせします）。
　①マスクの着用（特に、講義中）
　②手指の消毒の励行（洗面所での手洗い、消毒用アルコールの使用）
　③待合室や食事中、喫煙室内での密集を避ける
　④会場における受付時の検温の実施（具合の悪い方はお帰り頂く）
　⑤受講中に具合が悪くなった場合の申し出
　※④⑤で、受講ができなくなった方は、本人の責任ではありませんので、不利益にならないようにいたします

講習会は、全国各地から人が集まることになります。もしも、受講者や事務局に感染した者がいた場合、広い範囲に感染が拡
大するおそれがあります。講習会場での適切な対応とともに、前日の夜などのプライベートな時間においても、ご注意いただきます
よう、ご理解とご協力をお願いいたします。

「登録海上起重基幹技能者」及び「海上起重
作業管理技士」の講習・試験について

一般社団法人　日本海上起重技術協会
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本部活動

◇第９０回 理事会

第90回理事会は、新型コロナウイルス感染拡大防止の

ため、通常の開催形式ではなく、当協会定款第32条第２

項により書面による決議に変更し行われました。

理事から議決権行使書を、また、監事から意見表明書

をそれぞれいただき、各議案とも了承されました。　

第１号議案　令和元年度事業報告の件

第２号議案　令和元年度収支決算の件

第３号議案　第34回通常総会開催について

第４号議案　海上起重技能者能力評価実施規程の件

第５号議案　その他議案の件

　　1．会員の入会に関する件

　　2．協会長表彰候補者に関する件

令和2年6月26日

◇「登録海上起重基幹技能者」等講習試験委員会、

　技術講習会講師合同会議

１．令和２年度講習試験及び更新講習の実施計画（案）

２．令和２年度認定、講習試験問題作成方針（案）

３．認定等試験委員会審議事項及び協会関連業務

４．新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた

　　講習会運営方針（案）

５．建設キャリアアップシステムの能力評価制度

６．その他

マリーンニュース
事務局だより

支　部

◇北海道支部総会

当初4月15日に通常総会を開催する予定で準備を進

めておりましたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大

防止に向けた措置を講じる必要があることから、令和2年

度支部通常総会の招集を回避し、会員には書面により議

案の議決権を行使していただくこととしました。

結果は、全ての議案について、過半数以上の賛成をもっ

て可決されました。

第１号議案　平成31年度・令和元年度事業報告に

　　　　　　ついて

第２号議案　平成31年度・令和元年度収支決算に

　　　　　　ついて

第３号議案　令和２年度事業計画（案）について

第４号議案　令和２年度収支予算（案）について

　　

◇東北支部総会

令和２年度の役員会及び支部総会は新型コロナウイ

ルス感染拡大防止のため、「書面による議決」で開催しま

した。

議案内容は以下のとおりです。

第１号議案　支部活動等の事業実施経過報告

第２号議案　令和元年度　収支決算報告及び

　　　　　　会計監査報告

第３号議案　令和２年度　事業計画（案）及び

　　　　　　収支予算（案）

これらの議案はすべて全会一致で可決されました。

なお、役員人事について若干の変更がありましたので、

あわせてご報告いたしました。
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◇関東支部総会

第25回関東支部総会を新型コロナウイルス感染症の

感染拡大防止のため、書面総会での開催を了承いただ

き、令和2年5月13日（水）書面にて開催致しました。

会員18社のうち過半数以上の賛成をいただき、議案は

すべて原案通り承認されました。

第1号議案　令和元年度　活動報告　

第2号議案　 令和元年度　収支決算報告及び 監査報告

第3号議案　役員選出（非改選）

第4号議案　令和2年度　事業計画（案）

第5号議案　令和2年度　収支予算（案）

第6号議案　その他

◇北陸支部総会

令和２年度の北陸支部総会（本間達郎支部長）は、新

型コロナウイルスへの対応として、都府県域を越えた参

集形式は取らずに、書面による議決とさせていただきまし

た。

第１号議案　令和元年度事業報告について

第２号議案　令和元年度収支決算について

第３号議案　令和２年度事業計画案について

第４号議案　令和２年度収支予算案について

結果、北陸支部会員19社のうち、全会員から全議案に

対して賛成表決があり、令和２年度は、以下（１）から（４）

に掲げる事業活動を行うこととなりました。

（1）港湾・海岸関係事業に関する意見交換会・要望等

　　の活動

（2）海上施工技術及び安全対策等に関する調査と

　　講習会の実施

（3）海上起重事業等を取り巻く情勢変化に対する

　　本部事業との連携

（4）会員の勧誘促進・会員間の連携・啓発及び組織の

　　充実

◇四国支部総会

令和2年度四国支部の通常総会を、令和2年6月10日

（金）に開催いたしました。今回の総会は、新型コロナウ

イルスの感染拡大の影響で、通常の会員を集めての開催

ではなく、各議案に対する賛否を表示したの委任状を議

長（支部長）宛徴収し、議長のみの参加形式で開催いたし

ました。

結果は、下記の両議案ともに原案どおり承認されまし

た。

第１号議案　令和元年度事業報告及び決算報告に

　　　　　　ついて

第２号議案　令和２年度事業計画（案）及び

　　　　　　収支予算（案）について

◇九州支部総会

当初4月13日に通常総会を開催する予定で準備を進

めておりましたが、新型コロナウイルスの感染が拡大傾向

にあることから、開催を見送ることとし、議案の審議を書

面決議へと変更しました。

その結果、支部会員23社中23社から書面表決表の提

出があり、第１号議案、第２号議案ともすべて賛成でした

ので可決されました。

第1号議案　令和元年度事業報告及び

　　　　　　収支決算報告について

第2号議案　令和2年度事業計画（案）及び

　　　　　　予算案（案）について
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インフォメーション

（注）会員専用ページは、随時更新していますのでご利用下さい。
　　「会員専用ページ」を開くためには「ユーザー名」と「パスワード」が必要です。当協会事務担当者にお尋ね下さい。

海技協ホームページ「会員専用ページ」の掲載事項
（4月以降掲載分）

〔関係通達〕
● 「公共事業労務費調査（令和2年10月調査）の実施について」（令和2年6月22日）

〔協会活動〕
● 本部活動報告（令和２年４・５月期）

〔協会からのお知らせ〕
● 「令和２年度港湾工事請負積算基準等の改定」及び「令和２年度直轄事業の実施」について（令和２年４月）
● 令和元年度事業報告及び令和元年度収支決算（令和２年４月23日）
● 建設キャリアアップシステムの「業務再開」について
● 建設キャリアアップシステム通信（第２３号　2020年６月）
● 港湾空港直轄工事の事故発生状況について（令和２年６月）

2

安全啓蒙ポスター 配布のお知らせ 
　毎年度「安全ポスター」を作成し、作業員一人一人の意識向上、
啓蒙に役立つこと、及び海上起重作業船団の更なる安全運航に
寄与することを願うものであります。

会員への配布

 「安全ポスター」は、会員には5部配布し、また発注関係官公
庁にも配布しております。なお、部数に余裕がありますので、
増配布を希望される会員は協会事務局へ申し出て下さい。

「安全ポスター」

1

3
新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ

● 港湾空港建設事業の新型コロナウイルス感染症の拡大予防ガイドラインの策定
　港湾関係５団体（埋立浚渫協会、日本港湾空港建設協会連合会、日本潜水協会、日本海上起重技術協会、
全国浚渫業協会）による「港湾空港建設業の新型コロナウイルス感染症の拡大予防ガイドライン」を策定し
ました。これは、海上工事において作業船等の資機材を使用して業務を行うとの共通の課題を有する港
湾空港建設事業者が、継続的にその責務を果たしていくために必要な感染拡大予防対策を協力して適切
に講じていくことが必要であることから、新型コロナウイルス感染症対策の基本的な対処方針など、政
府の諸決定を踏まえ策定しました。同ガイドラインは、当協会ホームページの「新型コロナウイルス感染
症に関するお知らせ」に掲載してあります。

● 【新型コロナウイルス対策】建設業関係支援策
　国土交通省は、建設業関係の支援策を「資金繰り関係、税制関係、雇用対策関係、給付金関係、その他
(事業再開・設備投資)支援関係」に区分して国土交通省のホームページに掲載しております。次頁にその概
要を掲載しましたので参考にして下さい。
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